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（
経
済
産
業
委
員
会
）

弁
理
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
一
号

（
先
議
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
近
年
の
技
術
革
新
の
進
展
及
び
経
済
社
会
の
情
報
化
等
に
伴
い
、
急
増
し
て
い
る
知
的
財
産
関
連
侵
害
訴
訟

の
迅
速
か
つ
効
率
的
な
処
理
を
図
る
た
め
、
特
許
権
等
の
侵
害
訴
訟
に
関
し
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
弁
理
士
に
訴
訟
代
理
権

を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
特
定
侵
害
訴
訟
の
定
義

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
侵
害
訴
訟
」
と
は
、
特
許
、
実
用
新
案
、
意
匠
、
商
標
若
し
く
は
回
路
配
置
に
関
す
る
権
利

の
侵
害
又
は
特
定
不
正
競
争
に
よ
る
営
業
上
の
利
益
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
を
い
う
。

二
、
特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務

１

弁
理
士
は
、
特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
試
験
に
合
格
し
、
か
つ
弁
理
士
登
録
に
当
該
試
験
に
合
格
し
た
旨
の
付
記
を
受

け
た
と
き
は
、
特
定
侵
害
訴
訟
に
関
し
て
、
弁
護
士
と
共
同
で
受
任
し
て
い
る
事
件
に
限
り
、
そ
の
訴
訟
代
理
人
と
な
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

訴
訟
代
理
人
と
な
っ
た
弁
理
士
が
法
廷
に
出
頭
す
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
弁
護
士
と
と
も
に
出
頭
す
る
こ
と
と
し
、
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裁
判
所
が
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
単
独
で
出
頭
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
試
験

特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
試
験
は
、
特
定
侵
害
訴
訟
に
関
す
る
訴
訟
代
理
人
と
な
る
の
に
必
要
な
学
識
及
び
実
務
能
力
に

関
す
る
研
修
で
あ
っ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
修
了
し
た
弁
理
士
に
対
し
、
必
要
な
学
識
及
び
実
務
能
力
を
有
す

る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
、
論
文
式
に
よ
る
筆
記
の
方
法
に
よ
り
行
う
。

四
、
特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
の
付
記

弁
理
士
は
、
弁
理
士
登
録
に
特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
の
付
記
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

事
項
を
記
載
し
、
特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
証
書
を
添
付
し
た
付
記
申
請
書
を
日
本
弁
理

士
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


